
令和５(2023)年
３月31日(金)
号　　外
第 18 号

（1）令和５（2023）年３月31日　金曜日

規 則
○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則の一部改正 

 

栃木県規則第15号

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月31日 

                              栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定

める規則の一部を改正する規則

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則（平成12年栃木県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

第２条 略 

 

第３条 特例条例別表第１の６の４の項第21号の規

則で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

 (1)a小規模建築物（階数が２以下で、かつ、地階

を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、

建築面積（増築又は改築にあっては、増築又は

改築後の建築面積）が120平方メートル以下の

ものをいう。）で３月以内の期間を限って設置

されるものの新築、増築、改築又は除却 

 (2)a工作物（建築物を除く。以下この号において

同じ。）の設置、改修若しくは除却（改修又は

除却にあっては、設置の日から50年を経過して

いない工作物に係るものに限る。）又は道路の

舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛

土、切土その他土地の形状の変更を伴わないも

のに限る。） 

 (3)a栃木県文化財保護条例（昭和38年栃木県条例

第20号）第36条に規定する県指定史跡名勝天然

記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除

却 

(4)a埋設されている電線、ガス管、水管又は下水

道管の改修 

(5)a木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係

る木竹については、危険防止のため必要な伐採

に限る。） 

(6)a天然記念物に指定された動物の個体の保護若

しくは生息状況の調査又は当該動物による人の

生命若しくは身体に対する危害の防止のため必

要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該

捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着 

(7)a天然記念物に指定された動物の動物園又は水

族館相互間における譲受け又は借受け 

(8)a天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作

られたもの（現に繁殖のために使用されている

第２条 略 
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（2） 号外第18号令和５（2023）年３月31日　金曜日 栃 木 県 公 報

○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則の一部改正 

 

栃木県規則第15号

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月31日 

                              栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定

める規則の一部を改正する規則

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める

規則（平成12年栃木県規則第25号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

第２条 略 

 

第３条 特例条例別表第１の６の４の項第21号の規

則で定める行為は、次に掲げる行為とする。 

 (1)a小規模建築物（階数が２以下で、かつ、地階

を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、

建築面積（増築又は改築にあっては、増築又は

改築後の建築面積）が120平方メートル以下の

ものをいう。）で３月以内の期間を限って設置

されるものの新築、増築、改築又は除却 

 (2)a工作物（建築物を除く。以下この号において

同じ。）の設置、改修若しくは除却（改修又は

除却にあっては、設置の日から50年を経過して

いない工作物に係るものに限る。）又は道路の

舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛

土、切土その他土地の形状の変更を伴わないも

のに限る。） 

 (3)a栃木県文化財保護条例（昭和38年栃木県条例

第20号）第36条に規定する県指定史跡名勝天然

記念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除

却 

(4)a埋設されている電線、ガス管、水管又は下水

道管の改修 

(5)a木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係

る木竹については、危険防止のため必要な伐採

に限る。） 

(6)a天然記念物に指定された動物の個体の保護若

しくは生息状況の調査又は当該動物による人の

生命若しくは身体に対する危害の防止のため必

要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該

捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着 

(7)a天然記念物に指定された動物の動物園又は水

族館相互間における譲受け又は借受け 

(8)a天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作

られたもの（現に繁殖のために使用されている

第２条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則                                           

この規則は、令和５年４月１日から施行する。                               

（行政改革ＩＣＴ推進課） 

ものを除く。）の除却 

 

第４条 略 

 

 

第３条 略 

○栃木県県税条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第16号

栃木県県税条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年３月31日 

                              栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県県税条例施行規則の一部を改正する規則

栃木県県税条例施行規則（平成17年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 別記様式第50号（その２）の次に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改   正   後 改   正   前

（徴税吏員の権限の委任） 

第２条 条例第10条第１号に掲げる場合又は同号の

提出に係る物件を留め置く場合における徴税吏員

としての知事の権限は、経営管理部税務課又は県

税事務所若しくは自動車税事務所に勤務する職員

（非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）及び同法第57条に規

定する単純な労務に雇用される職員を除く。）に

委任する。 

（徴税吏員の権限の委任） 

第２条 条例第10条第１号に掲げる場合又は同号の

提出に係る物件を留め置く場合における徴税吏員

としての知事の権限は、経営管理部税務課又は県

税事務所若しくは自動車税事務所に勤務する職員

（非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）及び同法第57条に規

定する単純な労務に雇用される職員を除く。）に

委任する。 



（3）号外第18号栃 木 県 公 報令和５（2023）年３月31日　金曜日

　（その３）

　第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　納税者
　　住所
　　名称　様

栃木県　　　県税事務所長         　　　

更

正

等

の

理

由

修 正 申 告 日

差 引 法 人 税 割 額

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 法 人 税 割 額
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額

納 付 法 人 税 割 額 ①

算定期間中において事務
所 等 を 有 し て い た 月 数

租税条約の実施に係る特
別法人事業税額の控除額

納 付 特 別 法 人 事 業 税 額

法第 72条の２第１項第４号に掲げる事業の
収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額

（

特
別
法
人
事
業
税
） 仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別

法 人 事 業 税 額 の 控 除 額

円×(イ)／12

納 付 均 等 割 額 ②

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 均 等 割 額

加 算 金 額

法第 72条の２第１項第３号に掲げる事業の
収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の特別法人事業税額

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額

（

事
業
税
）

（

県
民
税
）

合 計 事 業 税 額

納 付 事 業 税 額

法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の更正、再更正、決定及び加算金の決定通知並びに納付通知書　

印
　法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税について、次のとおり　　　　　         したので、地方税法第55条第４項、第72条の
42、第72条の46第６項、第72条の47第５項の規定により通知します。
　よって、この通知により納付すべき額を下記の納期限までに納付書によって納付してください。

税率 税 額 県　税 課 税 番 号

控 除 対 象 所 得 税 額 等
相 当 額 等 の 控 除 額
外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

課 税 標 準 額摘 要

税 額 控 除 超 過 相 当 額 の
加 算 額

資 本 金 等 の 額

県 民 税 の 特 定 寄 附 金
税 額 控 除 額

課税標準となる法人税額又
は 個 別 帰 属 法 人 税 額

(ア)
本県分の課 税標 準と なる 法人
税 額 又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額

法人税割額((ア)× ％)

事業（連結事業）年度

税    額摘　　　　　　　　　要

仮装経理に基づく控除額

総 数

所 得 金 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

第
二
号

収
入
割

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

第

三

号

所
得
割
付
加
価
値
割

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

資
本
割

収
入
割

所 得 金 額 総 額

第

一

号

年 万円以下の
金 額
年 万円超

万円以下
年 万円を超え
る 金 額
軽減税 率不 適用
法 人 の 金 額

付加価値額総額

所 得 金 額 総 額

付 加 価 値 額

所
　
得
　
割

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

資
本
割

法第 72条の２第１項第２号に掲げる事業の
収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額

総 数

摘　　　　　　　　　要 課 税 標 準 額 税率

法第 72条の２第１項第１号に掲げる事業の
所 得 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

付
加
価
値
割

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額

収 入 金 額

法

第

七

十

二

条

の

二

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

業

第

四

号

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

収 入 金 額 総 額

税 額

既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額

付加価値額総額

納 期 限

納 付 場 所

区 分

事 業 税

法 人 税 処 理 日

申 告 書 提 出 日

区 分

本 県 分

事 業 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額

加

算

金

摘 要
加 算 金 の 基 礎
と な る 税 額

割合

過少申告加算金
不 申 告 加 算 金

（この欄には、「この処分に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等」を記載す
ること）

重 加 算 金

（計）

法

人

税

割

額

均

等

割

額

(イ) 　　月

納付県民税額（①＋②）

分

割

基

準

県 民 税

本 県 分

総 数

本 県 分

申 告 書 提 出 期 限



（4） 号外第18号令和５（2023）年３月31日　金曜日 栃 木 県 公 報

 別記様式第74号中 

地方税法附則第

11条の４第１項 

事 業 の 用 に 供 し た 期 間 支 給 を 受 け た 助 成 金 の 名 称 

  

地方税法附則第

11条の４第４項

又は第６項 

改修工事

完 了 日 

譲 渡 

年 月 日 
譲渡を受けた者の住所及び氏名 

譲渡を受けた者の 

居住開始年月日 

    

                                                 

地方税法附則第

11条の４第２項

又は第４項 

改修工事

完 了 日 

譲 渡 

年 月 日 
譲渡を受けた者の住所及び氏名 

譲渡を受けた者の 

居住開始年月日 

    

る。 

 別記様式第75号中 

地方税法附則第

11条の４第２項 

事 業 の 用 に 供 す る 期 間 支 給 を 受 け た 助 成 金 の 名 称 

  

地方税法附則第

11条の４第５項

又は第７項 

改 修 工 事 完 了 

予 定 年 月 日 
譲渡予定年月日 譲渡を受ける者の住所及び氏名 

   

 

地方税法附則第

11条の４第３項

又は第５項 

改 修 工 事 完 了 

予 定 年 月 日 
譲渡予定年月日 譲渡を受ける者の住所及び氏名 

   

る。 

附 則                                           

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県県税条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、当分の

間、所要の補正をして使用することができる。 

（税務課） 

「

                                             を

」
「

                                             に 改 め

                                            」

「

                                             を

」

「

                                             に 改 め

                                            」

○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用

料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第17号                                   

 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用

料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和５年３月31日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び

使用料条例施行規則の一部を改正する規則         

 （栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正）

第１条 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則（平成５年栃木県規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

改   正   後 改   正   前

（利用券の交付）

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ
り使用料を納付し、又は条例第13条第１項の規定

により利用料金を指定管理者に支払い、利用券の

交付を受けなければならない。

（附属施設及び器具の使用料）

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部、同表７栃木県総合運動公園北・中央エリ

ア使用料の部及び同表８栃木県総合運動公園東エ

リア使用料の部に規定する附属設備及び器具の使

用料は、別表第３のとおりとする。

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者及

び栃木県総合運動公園北・中央エリア又は栃木県

総合運動公園東エリアの利用者は、第５条第３項

の利用許可書又は第６条第２項の利用変更許可書

の交付を受けたときは、知事が定める納期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第４条関係） 

体 育

施設名 
利用日区分 

普通利用の

利 用 時 間 

専用利用の

利 用 時 間 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 午前８時30

分から午後

６ 時 ま で

（陸上競技

場、トレー

ニング室、

テニスコー

ト並びに陸

（利用券の交付）

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ

り使用料を納付し、又は条例第13条第１項の規定

により利用料金を指定管理者に支払い、利用券の

交付を受けなければならない。 

（附属施設及び器具の使用料）

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部、同表７栃木県総合運動公園北・中央エリ

ア使用料の部及び同表８栃木県総合運動公園東エ

リア使用料の部に規定する附属設備及び器具の使

用料は、別表第３のとおりとする。

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者及

び栃木県総合運動公園北・中央エリア又は栃木県

総合運動公園東エリアの利用者は、第５条第３項

の利用許可書又は第６条第２項の利用変更許可書

の交付を受けたときは、知事が定める納期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第４条関係） 

体 育

施設名 
利用日区分 

普通利用の

利 用 時 間 

専用利用の

利 用 時 間 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 午前８時30

分から午後

６ 時 ま で

（陸上競技

場、トレー

ニング室、

テニスコー

ト並びに陸



（5）号外第18号栃 木 県 公 報令和５（2023）年３月31日　金曜日

○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用

料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第17号                                   

 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用

料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和５年３月31日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び

使用料条例施行規則の一部を改正する規則         

 （栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正）

第１条 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例施行規則（平成５年栃木県規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

改   正   後 改   正   前

（利用券の交付）

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ
り使用料を納付し、又は条例第13条第１項の規定

により利用料金を指定管理者に支払い、利用券の

交付を受けなければならない。

（附属施設及び器具の使用料）

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部、同表７栃木県総合運動公園北・中央エリ

ア使用料の部及び同表８栃木県総合運動公園東エ

リア使用料の部に規定する附属設備及び器具の使

用料は、別表第３のとおりとする。

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者及

び栃木県総合運動公園北・中央エリア又は栃木県

総合運動公園東エリアの利用者は、第５条第３項

の利用許可書又は第６条第２項の利用変更許可書

の交付を受けたときは、知事が定める納期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第４条関係） 

体 育

施設名 
利用日区分 

普通利用の

利 用 時 間 

専用利用の

利 用 時 間 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 午前８時30

分から午後

６ 時 ま で

（陸上競技

場、トレー

ニング室、

テニスコー

ト並びに陸

（利用券の交付）

第７条 条例第３条に規定する特定施設を普通利用

しようとする者は、条例第10条第１項の規定によ

り使用料を納付し、又は条例第13条第１項の規定

により利用料金を指定管理者に支払い、利用券の

交付を受けなければならない。 

（附属施設及び器具の使用料）

第13条 条例別表３栃木県グリーンスタジアム使用

料の部、同表７栃木県総合運動公園北・中央エリ

ア使用料の部及び同表８栃木県総合運動公園東エ

リア使用料の部に規定する附属設備及び器具の使

用料は、別表第３のとおりとする。

（使用料の納付） 

第14条 栃木県グリーンスタジアムの許可利用者及

び栃木県総合運動公園北・中央エリア又は栃木県

総合運動公園東エリアの利用者は、第５条第３項

の利用許可書又は第６条第２項の利用変更許可書

の交付を受けたときは、知事が定める納期限まで

に使用料を納付しなければならない。 

 

別表第２（第４条関係） 

体 育

施設名 
利用日区分 

普通利用の

利 用 時 間 

専用利用の

利 用 時 間 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略 午前８時30

分から午後

６ 時 ま で

（陸上競技

場、トレー

ニング室、

テニスコー

ト並びに陸

  別表第３栃木県総合運動公園北・中央エリアの項及び栃木県総合運動公園東エリアの項を削り、同表備考

を削る。

  別表第４に次のように加える。

10

陸 上 競 技 場 

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき 

650円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき 

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

1,460円 

午後６時から午後

９時までの時間１

回につき 

420円 

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県

総合運

動公園

北 ・

中 央

エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上競技場の

会議室及び

ラウンジに

あっては午

前８時30分

から午後９

時まで、武

道館並びに

武道館及び

合宿所の会

議室、師範

室並びに控

室にあって

は午前９時

から午後９

時まで、合

宿所にあっ

ては午前０

時から午後

12 時 ま で

（１月４日

にあっては

午後１時か

ら午後12時

まで、12月

28日にあっ

ては午前０

時から午前

10 時 ま

で）） 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県

総合運

動公園

北 ・

中 央

エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上競技場の

会議室及び

ラウンジに

あっては午

前８時30分

から午後９

時まで、武

道館並びに

武道館及び

合宿所の会

議室、師範

室並びに控

室にあって

は午前９時

から午後９

時まで、合

宿所にあっ

ては午前０

時から午後

12 時 ま で

（１月４日

にあっては

午後１時か

ら午後12時

まで、12月

28日にあっ

ては午前０

時から午前

10 時 ま

で）） 

略 
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  別表第３栃木県総合運動公園北・中央エリアの項及び栃木県総合運動公園東エリアの項を削り、同表備考

を削る。

  別表第４に次のように加える。

10

陸 上 競 技 場 

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき 

650円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき 

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

1,460円 

午後６時から午後

９時までの時間１

回につき 

420円 

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県

総合運

動公園

北 ・

中 央

エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上競技場の

会議室及び

ラウンジに

あっては午

前８時30分

から午後９

時まで、武

道館並びに

武道館及び

合宿所の会

議室、師範

室並びに控

室にあって

は午前９時

から午後９

時まで、合

宿所にあっ

ては午前０

時から午後

12 時 ま で

（１月４日

にあっては

午後１時か

ら午後12時

まで、12月

28日にあっ

ては午前０

時から午前

10 時 ま

で）） 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県

総合運

動公園

北 ・

中 央

エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上競技場の

会議室及び

ラウンジに

あっては午

前８時30分

から午後９

時まで、武

道館並びに

武道館及び

合宿所の会

議室、師範

室並びに控

室にあって

は午前９時

から午後９

時まで、合

宿所にあっ

ては午前０

時から午後

12 時 ま で

（１月４日

にあっては

午後１時か

ら午後12時

まで、12月

28日にあっ

ては午前０

時から午前

10 時 ま

で）） 

略 
 

２０

４０

５０

５５

栃 木 県 総 合 運 動 公 園

北 ・ 中 央 エ リ ア

20

30

35

37
放 送 設 備

10

20

第 ２ 陸 上 競 技 場

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円 

野 球 場 （ 本 球 場 ）

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

 

650円

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

テ ニ ス コ ー ト

午前８時30分から

午前10時までの時

間１回につき 

280円 

午前10時から正午

までの時間１回に

つき 

360円 

正午から午後２時

までの時間１回に

つき 

360円 

午後２時から午後

４時までの時間１

回につき 

360円 

午後４時から午後

５時までの時間１

回につき 

180円 

午後５時から午後

６時までの時間１

回につき 

180円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

1,460円 

武 道 館

第 １ 道 場 １日１回につき 5,610円 

第 ２ 道 場 １日１回につき 1,020円 

弓道場（近

的 射 場 ）
１日１回につき 1,020円 
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２０

４０

５０

５５

栃 木 県 総 合 運 動 公 園

北 ・ 中 央 エ リ ア

20

30

35

37
放 送 設 備

10

20

第 ２ 陸 上 競 技 場

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円 

野 球 場 （ 本 球 場 ）

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

 

650円

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

840円

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

テ ニ ス コ ー ト

午前８時30分から

午前10時までの時

間１回につき 

280円 

午前10時から正午

までの時間１回に

つき 

360円 

正午から午後２時

までの時間１回に

つき 

360円 

午後２時から午後

４時までの時間１

回につき 

360円 

午後４時から午後

５時までの時間１

回につき 

180円 

午後５時から午後

６時までの時間１

回につき 

180円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

1,460円 

武 道 館

第 １ 道 場 １日１回につき 5,610円 

第 ２ 道 場 １日１回につき 1,020円 

弓道場（近

的 射 場 ）
１日１回につき 1,020円 

２０

４０

５０

５５

30

35

37

弓道場（遠

的 射 場 ）
１日１回につき 1,020円 

多目 的広 場 （ 投 て き 場 ）

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

 

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

フ ロ ア

シ ー ト
武 道 館

第 １ 道 場 １日１回につき 3,210円 

第 ２ 道 場 １日１回につき 2,000円 

弓道場（近

的 射 場 ）
１日１回につき 50円 

弓道場（遠

的 射 場 ）
１日１回につき 80円 

大 型 映 像 装 置 １時間につき 5,540円 

電 光 掲 示 板

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき 

2,710円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき 

2,930円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

5,430円 

移 動 式 電 光 掲 示 板 １時間につき 250円 

照 明 設 備

陸 上 競 技 場

１ ／ ５ 灯 １時間につき 1,210円 

１ ／ ４ 灯 １時間につき 2,000円 

１ ／ ３ 灯 １時間につき 2,430円 

１ ／ ２ 灯 １時間につき 3,990円 

４ ／ ５ 灯 １時間につき 6,380円 

全 灯 １時間につき 7,480円 

野 球 場

（ 本 球 場 ）

２ ／ ５ 灯 １時間につき 6,820円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 7,940円 

全 灯 １時間につき 12,200円 

テ ニ ス コ ー ト １面１時間につき 410円 

武道館

第 １

道 場

１ ／ ３ 灯 １時間につき 100円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 200円 

全 灯 １時間につき 310円 

第 ２ 道 場 １時間につき 200円 

弓道場（近的射場） １時間につき 20円 

弓道場（遠的射場） １時間につき 20円 

冷 房 設 備 武 道 館
第 １ 道 場 １時間につき 4,840円 

第 ２ 道 場 １時間につき 1,410円 

暖 房 設 備 武 道 館
第 １ 道 場 １時間につき 5,550円 

第 ２ 道 場 １時間につき 1,770円 

放 送 設 備
メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 500円 
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２０

４０

５０

５５

30

35

37

弓道場（遠

的 射 場 ）
１日１回につき 1,020円 

多 目 的広 場 （ 投 て き 場 ）

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき

650円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき

 

840円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき

1,460円

フ ロ ア

シ ー ト
武 道 館

第 １ 道 場 １日１回につき 3,210円 

第 ２ 道 場 １日１回につき 2,000円 

弓道場（近

的 射 場 ）
１日１回につき 50円 

弓道場（遠

的 射 場 ）
１日１回につき 80円 

大 型 映 像 装 置 １時間につき 5,540円 

電 光 掲 示 板

午前８時30分から

正午までの時間１

回につき 

2,710円 

正午から午後６時

までの時間１回に

つき 

2,930円 

午前８時30分から

午後６時までの時

間１回につき 

5,430円 

移 動 式 電 光 掲 示 板 １時間につき 250円 

照 明 設 備

陸 上 競 技 場

１ ／ ５ 灯 １時間につき 1,210円 

１ ／ ４ 灯 １時間につき 2,000円 

１ ／ ３ 灯 １時間につき 2,430円 

１ ／ ２ 灯 １時間につき 3,990円 

４ ／ ５ 灯 １時間につき 6,380円 

全 灯 １時間につき 7,480円 

野 球 場

（ 本 球 場 ）

２ ／ ５ 灯 １時間につき 6,820円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 7,940円 

全 灯 １時間につき 12,200円 

テ ニ ス コ ー ト １面１時間につき 410円 

武道館

第 １

道 場

１ ／ ３ 灯 １時間につき 100円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 200円 

全 灯 １時間につき 310円 

第 ２ 道 場 １時間につき 200円 

弓道場（近的射場） １時間につき 20円 

弓道場（遠的射場） １時間につき 20円 

冷 房 設 備 武 道 館
第 １ 道 場 １時間につき 4,840円 

第 ２ 道 場 １時間につき 1,410円 

暖 房 設 備 武 道 館
第 １ 道 場 １時間につき 5,550円 

第 ２ 道 場 １時間につき 1,770円 

放 送 設 備
メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 500円 

１３

栃 木 県 総 合 運 動 公 園

東 エ リ ア

１３

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 500円 

ポータブル

ス テ ー ジ

メ イ ン ア リ ー ナ １日１回につき 10,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １日１回につき 10,000円 

フ ロ ア

シ ー ト

メ イ ン ア リ ー ナ １日１回につき 3,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １日１回につき 3,000円 

可 動 席 １日１回につき 25,000円 

３ Ｆ 観 客 席 １日１回につき 20,000円 

４ Ｆ 観 客 席 １日１回につき 10,000円 

大 型 電 光 表 示 装 置 １時間につき 1,000円 

電 光 得 点

シ ス テ ム

メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 500円 

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 500円 

照 明 設 備

メ イ ン

ア リ ー ナ

１ ／ ３ 灯 １時間につき 1,000円 

１ ／ ２ 灯 １時間につき 1,500円 

全 灯 １時間につき 2,000円 

サ ブ

ア リ ー ナ

１ ／ ２ 灯 １時間につき 500円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 700円 

全 灯 １時間につき 1,000円 

屋 内 水 泳 場

１ ／ ３ 灯 １時間につき 700円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 1,000円 

全 灯 １時間につき 1,500円 

空 調 設 備
メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 12,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 5,000円 

競 泳 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円 

飛 込 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

ア ー テ ィ ス テ ィ ッ ク 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

水 球 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

ス タ ー ト 台 １時間につき 1,000円

  別表第４に備考として次のように加える。

備考 

１ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の放

送設備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、200円とす 

る。 

２ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアのテニスコートの放送設

備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、270円とする。 

３ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の電光

掲示板を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、730円とす 

る。 

  別記様式第２号（その６）から（その８）までの規定中「｜ 使  用  料 ｜」を 

「｜ 利 用 料 金 ｜」に、「納付期限」を「支払期限」に改める。

 （とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正）

第２条 とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例施行規則（令和２年栃木県規則第25号）の

一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

   とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理

条例施行規則 

 

（趣旨） 

   とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及

び使用料条例施行規則 

 

（趣旨） 
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１３

栃 木 県 総 合 運 動 公 園

東 エ リ ア

１３

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 500円 

ポータブル

ス テ ー ジ

メ イ ン ア リ ー ナ １日１回につき 10,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １日１回につき 10,000円 

フ ロ ア

シ ー ト

メ イ ン ア リ ー ナ １日１回につき 3,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １日１回につき 3,000円 

可 動 席 １日１回につき 25,000円 

３ Ｆ 観 客 席 １日１回につき 20,000円 

４ Ｆ 観 客 席 １日１回につき 10,000円 

大 型 電 光 表 示 装 置 １時間につき 1,000円 

電 光 得 点

シ ス テ ム

メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 500円 

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 500円 

照 明 設 備

メ イ ン

ア リ ー ナ

１ ／ ３ 灯 １時間につき 1,000円 

１ ／ ２ 灯 １時間につき 1,500円 

全 灯 １時間につき 2,000円 

サ ブ

ア リ ー ナ

１ ／ ２ 灯 １時間につき 500円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 700円 

全 灯 １時間につき 1,000円 

屋 内 水 泳 場

１ ／ ３ 灯 １時間につき 700円 

２ ／ ３ 灯 １時間につき 1,000円 

全 灯 １時間につき 1,500円 

空 調 設 備
メ イ ン ア リ ー ナ １時間につき 12,000円 

サ ブ ア リ ー ナ １時間につき 5,000円 

競 泳 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円 

飛 込 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

ア ー テ ィ ス テ ィ ッ ク 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

水 球 競 技 大 会 用 備 品 １時間につき 1,000円

ス タ ー ト 台 １時間につき 1,000円

  別表第４に備考として次のように加える。

備考 

１ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の放

送設備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、200円とす 

る。 

２ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアのテニスコートの放送設

備を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、270円とする。 

３ やむを得ない理由により午後６時後に栃木県総合運動公園北・中央エリアの野球場（本球場）の電光

掲示板を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午後６時後の利用時間１時間につき、730円とす 

る。 

  別記様式第２号（その６）から（その８）までの規定中「｜ 使  用  料 ｜」を 

「｜ 利 用 料 金 ｜」に、「納付期限」を「支払期限」に改める。

 （とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正）

第２条 とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例施行規則（令和２年栃木県規則第25号）の

一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前

   とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理

条例施行規則 

 

（趣旨） 

   とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及

び使用料条例施行規則 

 

（趣旨） 

変 更 前 の 使 用 料 円 変 更 後 の 使 用 料 円 

この許可により納付

す べ き 使 用 料 
円 納 付 期 限 年  月  日 

 を

」

「

  別記様式第２号中「｜ 使  用  料 ｜」を「｜ 利 用 料 金 ｜」に、「納付期限」を「支

払期限」に、「とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例及びとちぎスポーツ医科学セン

ター設置、管理及び使用料条例施行規則」を、「とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例及びとち

ぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則」に改める。 

 別記様式第４号中 

 

 

 

第１条 この規則は、とちぎスポーツ医科学セン

ター設置及び管理条例    （令和元年栃木県

条例第11号。以下「条例」という。）に基づき、

とちぎスポーツ医科学センター（以下「セン

ター」という。）の管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（利用時間） 

第３条 センターの利用時間は、午前９時ああああ

あああああああああああああああああから午後９

時までとする。ただし、知事が必要があると認め

たとき又は指定管理者が必要があると認めた場合

であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変

更することができる。 

 

 （利用料金の公告） 

第10条 知事は、条例第13条第２項後段の承認をし

たときは、当該承認に係る利用料金を公告するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11条 略

第１条 この規則は、とちぎスポーツ医科学セン

ター設置、管理及び使用料条例（令和元年栃木県

条例第11号。以下「条例」という。）に基づき、

とちぎスポーツ医科学センター（以下「セン

ター」という。）の管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（利用時間） 

第３条 センターの利用時間は、正午（日曜日、土

曜日及び休日にあっては、午前９時）から午後９

時までとする。ただし、知事が必要があると認め

たとき又は指定管理者が必要があると認めた場合

であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変

更することができる。 

 

（使用料） 

第10条 利用者は、第４条第３項の利用許可書又は

第５条第２項の利用変更許可書の交付を受けたと

きは、知事が別に定める納期限までに使用料を納

付しなければならない。 

 

（使用料の免除） 

第11条 条例第14条の規定により使用料の免除を受

けようとする者は、使用料免除申請書（別記様式

第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（使用料の還付） 

第12条 条例第15条ただし書の規定により知事が還

付することができる使用料の額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。 

(1) 利用者の責めによらない理由によりセンター

の利用ができなくなった場合 既に納付した使

用料の全額 

(2) 利用者が利用日の７日前までに第５条第１項

の利用変更許可申請書又は同条第３項の利用取

消届出書を提出した場合 使用料の過納額全額 

２ 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付

を受けようとする者は、使用料還付申請書（別記

様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

第13条 略 
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変 更 前 の 使 用 料 円 変 更 後 の 使 用 料 円 

この許可により納付

す べ き 使 用 料 
円 納 付 期 限 年  月  日 

 を

」

「

  別記様式第２号中「｜ 使  用  料 ｜」を「｜ 利 用 料 金 ｜」に、「納付期限」を「支

払期限」に、「とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例及びとちぎスポーツ医科学セン

ター設置、管理及び使用料条例施行規則」を、「とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例及びとち

ぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例施行規則」に改める。 

 別記様式第４号中 

 

 

 

第１条 この規則は、とちぎスポーツ医科学セン

ター設置及び管理条例    （令和元年栃木県

条例第11号。以下「条例」という。）に基づき、

とちぎスポーツ医科学センター（以下「セン

ター」という。）の管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（利用時間） 

第３条 センターの利用時間は、午前９時ああああ

あああああああああああああああああから午後９

時までとする。ただし、知事が必要があると認め

たとき又は指定管理者が必要があると認めた場合

であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変

更することができる。 

 

 （利用料金の公告） 

第10条 知事は、条例第13条第２項後段の承認をし

たときは、当該承認に係る利用料金を公告するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11条 略

第１条 この規則は、とちぎスポーツ医科学セン

ター設置、管理及び使用料条例（令和元年栃木県

条例第11号。以下「条例」という。）に基づき、

とちぎスポーツ医科学センター（以下「セン

ター」という。）の管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

（利用時間） 

第３条 センターの利用時間は、正午（日曜日、土

曜日及び休日にあっては、午前９時）から午後９

時までとする。ただし、知事が必要があると認め

たとき又は指定管理者が必要があると認めた場合

であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変

更することができる。 

 

（使用料） 

第10条 利用者は、第４条第３項の利用許可書又は

第５条第２項の利用変更許可書の交付を受けたと

きは、知事が別に定める納期限までに使用料を納

付しなければならない。 

 

（使用料の免除） 

第11条 条例第14条の規定により使用料の免除を受

けようとする者は、使用料免除申請書（別記様式

第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（使用料の還付） 

第12条 条例第15条ただし書の規定により知事が還

付することができる使用料の額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。 

(1) 利用者の責めによらない理由によりセンター

の利用ができなくなった場合 既に納付した使

用料の全額 

(2) 利用者が利用日の７日前までに第５条第１項

の利用変更許可申請書又は同条第３項の利用取

消届出書を提出した場合 使用料の過納額全額 

２ 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付

を受けようとする者は、使用料還付申請書（別記

様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

第13条 略 

変更前の利用料金 円 変更後の利用料金 円 

この許可により支払

う べ き 利 用 料 金 
円 支 払 期 限 年  月  日 

 に、

」

「 

 

 

 

「とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理

及び使用料条例施行規則」を、「とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例及びとちぎスポーツ医科

学センター設置及び管理条例施行規則」に改める。 

 別記様式第６号及び別記様式第７号を削る。

   附 則                                           

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

２ この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に

残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

（教育委員会事務局スポーツ振興課）
 

 
○栃木県職員安全衛生管理規程の一部改正

栃 木 県 

栃木県人事委員会 

栃木県監査委員訓令第１号 

栃 木 県 議 会 

栃木県教育委員会 

                                       本 庁 

                                       出 先 機 関 

                                       議 会 事 務 局 

                                       人事委員会事務局 

                                       監 査 委 員 事 務 局 

                                       労働委員会事務局 

                                       教育委員会事務局 

                                       学校以外の教育機関 

栃木県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。              

令和５年３月31日                                     

                        栃 木 県 知 事  福  田  富  一  

                        栃 木 県 議 会 議 長  山  形  修  治  

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎  

                        栃 木県代 表監査 委 員  森  澤     隆  

                        栃木県教育委員会教育長  阿 久 澤  真  理  

栃木県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

栃木県職員安全衛生管理規程（昭和60年栃木県・栃木県人事委員会・栃木県監査委員・栃木県議会・栃木県

教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

附 則                                           

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

（職員厚生課） 

改   正   後 改   正   前

（定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)・(2) 略 

 (3)a部 栃木県部局設置条例（平成18年栃木県条

例第49号）により設けられた部及び局をいう。 

 (4)～(6) 略 

（定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)・(2) 略 

 (3)a部 栃木県部設置条例 （平成18年栃木県条

例第49号）により設けられた部   をいう。 

 (4)～(6) 略 

合 同 訓 令
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○栃木県職員安全衛生管理規程の一部改正

栃 木 県 

栃木県人事委員会 

栃木県監査委員訓令第１号 

栃 木 県 議 会 

栃木県教育委員会 

                                       本 庁 

                                       出 先 機 関 

                                       議 会 事 務 局 

                                       人事委員会事務局 

                                       監 査 委 員 事 務 局 

                                       労働委員会事務局 

                                       教育委員会事務局 

                                       学校以外の教育機関 

栃木県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。              

令和５年３月31日                                     

                        栃 木 県 知 事  福  田  富  一  

                        栃 木 県 議 会 議 長  山  形  修  治  

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎  

                        栃 木県代 表監査 委 員  森  澤     隆  

                        栃木県教育委員会教育長  阿 久 澤  真  理  

栃木県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

栃木県職員安全衛生管理規程（昭和60年栃木県・栃木県人事委員会・栃木県監査委員・栃木県議会・栃木県

教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

附 則                                           

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

（職員厚生課） 

改   正   後 改   正   前

（定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)・(2) 略 

 (3)a部 栃木県部局設置条例（平成18年栃木県条

例第49号）により設けられた部及び局をいう。 

 (4)～(6) 略 

（定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1)・(2) 略 

 (3)a部 栃木県部設置条例 （平成18年栃木県条

例第49号）により設けられた部   をいう。 

 (4)～(6) 略 


